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実施計画について 

 （策定の趣旨） 

  この実施計画は、第２期高槻市文化振興ビジョン（令和３年３月策定）の実
現に向けて、４つの基本方針及び８つの施策体系に基づき、施策や事業につい
て体系的に分類し、年度ごとの各事業の進捗管理を行うものです。 

 
（計画期間） 
  令和３年度から令和７年度まで（５か年） 
 
（基本方針及び施策体系） 
（１）４つの基本方針 

   
 
（２）８つの施策体系 

①広報誌やＳＮＳ等を活用した
 幅広い世代、対象に向けた効
 果的な情報発信
②本市独自の文化振興施策等を
 通した情報発信

①あらゆる人が優れた文化芸術
 にふれる機会の充実
②障がい者・高齢者が文化芸術
 に親しむ機会の拡充
③子どもや青少年が文化芸術に
 親しむ機会の拡充
④生涯学習の充実

①本市の魅力を高める活力ある
 文化芸術等への支援
②地域施設における文化芸術活
 動の場の充実
③産業・観光分野との連携

文化芸術に
親しむ機会の

創出

地域・関連
分野との

連携・支援

劇場の
魅力向上

効果的な
情報発信

①高槻城公園 芸術文化劇場にお
 ける事業の展開
②拠点文化施設の一体管理によ
 る効率的な管理運営
③高槻城公園として調和の取れ
 た空間づくり

鑑賞 普及育成 交流連携
文化

芸術活用

文化芸術
活動支援

拠点文化
施設の

管理運営

地域施設
の

管理運営

情報戦略
強化
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（３）施策体系一覧 

 
 
 
 
 
 
成果指標の考え方 
 
  実施計画の客観的な評価を行い、実効性を確保するために、施策体系のう

ち、「鑑賞」、「普及育成」、「交流連携」、「文化芸術活用」の４つについて
は、各事業における成果指標を設定し、計画終了時の目標値を設定すること
で、毎年の進捗管理を行います。 

「文化芸術活動支援」、「拠点文化施設の管理運営」、「地域施設の管理運
営」、「情報戦略強化」の４つについては、年度ごとの評価が難しく、また数
値目標になじまない事業が多いため、成果指標を設定せず、各年度の取組状
況を報告することとします。 

① あらゆる人

が優れた文化

芸術にふれる

機会の充実

② 障がい者・

高齢者が文化

芸術に親しむ

機会の拡充

③ 子どもや青

少年が文化芸

術にふれる機

会の拡充

④ 生涯学習の

充実

① 本市の魅力

を高める活力

ある文化芸術

活動等への支

援

② 地域施設に

おける文化芸

術活動の場の

充実

③ 産業・観光

分野との連携

① 高槻城公園

芸術文化劇場

における事業

の展開

② 拠点文化施

設の一体管理

による効率的

な管理運営

③ 高槻城公園

として調和の

取れた空間づ

くり

① 広報誌やＳ

ＮＳ等を活用

した幅広い世

代、対象に向

けた効果的な

情報発信

② 本市独自の

文化振興施策

等を通した情

報発信

1 鑑賞 1 鑑賞事業(高槻現代劇場) 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

2 普及育成 2
拠点文化施設における文化芸術活
動の場の提供

文化スポーツ振興課 ● ●

3 普及・育成事業(高槻現代劇場) 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

4
対象層に向けた事業等の推進(高齢
者、障がい者)

文化スポーツ振興課 ● ●

5
対象層に向けた事業等の推進(若年

層、働く世代、子育て世代)
文化スポーツ振興課 ● ● ●

No.
８つの

施策体系
No. 事業名称

基本方針３　劇場の魅力向上 基本方針４　効果的な情報発信

担当課

基本方針１　文化芸術に親しむ機会の創出 基本方針２　地域・関連分野との連携・支援

４つの基本方針 

８
つ
の
施
策
体
系 

・
・
・ 

各事業と４つの基本方針、８つの施策体系との関係性を明確化 



５　前期実施計画（令和３年度～令和７年度）　施策体系一覧

① あらゆる人
が優れた文化芸
術にふれる機会
の充実

② 障がい者・
高齢者が文化芸
術に親しむ機会
の拡充

③ 子どもや青
少年が文化芸術
にふれる機会の
拡充

④ 生涯学習の
充実

① 本市の魅力
を高める活力あ
る文化芸術活動
等への支援

② 地域施設に
おける文化芸術
活動の場の充実

③ 産業・観光
分野との連携

① 高槻城公園
芸術文化劇場に
おける事業の展
開

② 拠点文化施
設の一体管理に
よる効率的な管
理運営

③ 高槻城公園
として調和の取
れた空間づくり

① 広報誌やＳ
ＮＳ等を活用し
た幅広い世代、
対象に向けた効
果的な情報発信

② 本市独自の
文化振興施策等
を通した情報発
信

1 鑑賞 1 鑑賞事業(高槻現代劇場) 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

2 普及育成 ★2
拠点文化施設における文化芸術活
動の場の提供

文化スポーツ振興課 ● ●

3 普及・育成事業(高槻現代劇場) 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

4
対象層に向けた事業等の推進(高齢
者、障がい者)

文化スポーツ振興課 ● ●

5
対象層に向けた事業等の推進(若年
層、働く世代、子育て世代)

文化スポーツ振興課 ● ● ●

6
対象層に向けた事業等の推進(子ど
も)

文化スポーツ振興課 ● ●

7
地域の施設へのアウトリーチの推
進

文化スポーツ振興課 ● ● ●

8 学校へのアウトリーチ事業の推進 文化スポーツ振興課 ● ● ●

9
けやきの森市民大学の開催(生涯学
習センター)

文化スポーツ振興課 ●

10 高槻市少年少女合唱団運営事業 文化スポーツ振興課 ● ● ●

11 子どもの詩創作講座の開催 文化スポーツ振興課 ●

12 ロビー・サロンコンサートの開催 文化スポーツ振興課 ●

13 市民寄席の開催 文化スポーツ振興課 ●

14 将棋大会の開催 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

15 将棋連盟主催事業への支援
文化スポーツ振興課

教育指導課 ● ● ●

16
将棋タイトル戦・関連イベントの
開催

文化スポーツ振興課 ● ● ●

★17 障がい者アート展 文化スポーツ振興課 ● ● ●

3 交流連携 18 交流連携事業(高槻現代劇場) 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

19 高槻市美術展の開催 文化スポーツ振興課 ● ●

20 高槻市文化祭の開催 文化スポーツ振興課 ● ●

21 高齢者文化作品展の開催 長寿介護課 ●

22 高槻市福祉展の開催 障がい福祉課 ●

23 こどもまつりの開催 公民館 ● ●

24 学校文化祭の開催 教育指導課 ● ●

25 スクールフェスタの開催 教育指導課 ● ●

26 公民館まつりの開催 公民館 ● ●

27 地区コミュニティ文化祭の開催 コミュニティ推進室 ● ●

4 文化芸術活用 28
講座・教室の開催(老人福祉セン
ター)

長寿介護課 ● ●

29
講座・教室の開催(障がい者福祉セ
ンター)

障がい福祉課 ● ●

30 乳幼児向け講座の開催 子育て総合支援センター ● ●

31 学校の文化芸術鑑賞会の開催 教育指導課 ● ●

32
子ども向け講座・教室の開催(コ
ミュニティセンター)

コミュニティ推進室 ● ●

33 講座・教室の開催(青少年交流施設) 地域教育青少年課 ● ● ●

34 講座・教室の開催(公民館) 公民館 ● ●

35
講座・教室の開催(コミュニティセ
ンター)

コミュニティ推進室 ● ●

36 平和展(音楽祭)の開催 人権・男女共同参画課 ●

37
人権週間記念事業(人権啓発作品募
集)

人権・男女共同参画課 ●

38
富田ふれあい文化センター人権啓
発・交流事業

人権・男女共同参画課 ● ●

39
春日ふれあい文化センター人権啓
発・交流事業

人権・男女共同参画課 ● ●

40 女性文学講座の開催 人権・男女共同参画課 ●

41 森のコンサートの開催 農林緑政課 ● ●

★42 しろあと歴史館の運営 文化財課 ● ● ●

★43 今城塚古代歴史館の運営 文化財課 ● ● ●

★44
体験交流型観光プログラム「オー
プンたかつき」の活用

観光シティセールス課 ● ● ●

5
文化芸術活動支
援

45 高槻ジャズストリート支援事業 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

46 安満遺跡青銅祭支援事業 文化スポーツ振興課 ● ● ● ●

47 たかつきアート博覧会支援事業 産業振興課 ● ● ● ● ●

基本方針４　効果的な情報発信

担当課

基本方針１　文化芸術に親しむ機会の創出 基本方針２　地域・関連分野との連携・支援

No.
８つの

施策体系

No.
(★は

新規事業)
事業名称

基本方針３　劇場の魅力向上
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５　前期実施計画（令和３年度～令和７年度）　施策体系一覧

① あらゆる人
が優れた文化芸
術にふれる機会
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基本方針４　効果的な情報発信

担当課

基本方針１　文化芸術に親しむ機会の創出 基本方針２　地域・関連分野との連携・支援

No.
８つの

施策体系

No.
(★は

新規事業)
事業名称

基本方針３　劇場の魅力向上

48 文化芸術事業への支援
文化スポーツ振興課
地域教育青少年課 ●

49
文化芸術事業への共催((公財)高槻
市文化振興事業団)

文化スポーツ振興課 ● ●

50 小・中学校文化部への支援 教育指導課 ● ●

51 文化芸術を通した都市交流の促進
文化スポーツ振興課

市長室 ●

6
拠点文化施設の
管理運営

52 文化会館の管理運営 文化スポーツ振興課 ●

53 生涯学習センターの管理運営 文化スポーツ振興課 ●

54 総合市民交流センターの管理運営 文化スポーツ振興課 ●

55 高槻城公園 芸術文化劇場の整備 歴史にぎわい推進課 ● ●

56
高槻城公園 芸術文化劇場の開館準
備

歴史にぎわい推進課 ● ●

★57 城下町再生プロジェクトの推進 歴史にぎわい推進課 ● ● ●

7
地域施設の管理
運営

58 公民館の管理運営 公民館 ●

59 コミュニティセンターの管理運営 コミュニティ推進室 ●

60 市民ギャラリーの運営 文化スポーツ振興課 ●

★61 安満遺跡公園の管理運営 歴史にぎわい推進課 ● ●

8 情報戦略強化 62 情報発信の取組 文化スポーツ振興課 ● ●

★63 市民文化力を軸とした情報発信 文化スポーツ振興課 ●

★64 会員制度の運営 文化スポーツ振興課 ●
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